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気象警報発表時の対応について（改訂） 
 

みだしのことについて、市島地域小・中学校では、下記のように対応をします。 

児童生徒の安全を確保するために、ご協力をよろしくお願いいたします。 

 

記 

 

 

 

（ア）強風、雷雨、河川の増水など危険な気象状況によっては、「警報」が出ていなくても自宅待機と 

   する場合があります。この場合は、防災無線と連絡網システムにて連絡します。 

 

（イ）学校から自宅待機の連絡がなくても、各ご家庭で登校は危険だと判断された場合は、一旦、自宅 

   で待機させてください。この場合、児童生徒の所在確認のため、必ず、学校へ連絡してください。 

 

学校において、安全を第一に考えた対応をしていきます。必要に応じて、防災無線と連絡網システム 

にて連絡をします。 

 

【お願いとお知らせ】 

○ひょうご防災ネット（http://bosai.net/index.do）や、「丹波市防災メール」への登録をお勧めします。

○地域で危険な場所などが発生している場合は、学校まで連絡していただきますようお願いいたします。 

【丹波市立市島中学校 ☎ ８５－００４６】 

（ア）丹波市に「警報」が、午前６時３０分の時点で出ている場合、自宅待機とします。 

この場合、午前７時までに、防災無線と連絡網システムで連絡をします。 

→ 警報の種類としては、大雨、氾濫、土砂災害、大雪、暴風、暴風雪の警報とします。 

  洪水警報は廃止されました。 

→  「北播丹波」と広域表示されていても、「丹波市」に警報が出ていない場合は、自宅待機と 

  はなりませんので、ご注意ください。 

     

（イ）自宅待機の場合、登校指示や休校のお知らせは、午前８時までに、防災無線と連絡網システムで 

行います。 

 

 （ウ）登校の指示があった場合は、安全に十分注意して登校します。 

→ 保護者の皆様には、通学路の状況を把握のうえ、安全な登校について十分に配慮ください。 

 

 （エ）なお、登校の指示があった場合でも、自宅からの通学路に危険があった場合は、安全を最優先し

て各家庭で判断いただき、自宅待機させてください。 

     → この場合、児童生徒の所在確認のため、必ず、学校へ連絡してください。 

 

 

 

 

 

３．学校にいるときに「警報」が発表された場合 

２．丹波市に「警報」が発表されていなくても、自宅待機となる場合 

１．家庭にいるときに「警報」が発表された場合 

 


